
年金待機者説明会
② 年金請求書の記入と

必要な添付書類等について
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年金請求書の書き方

• 記入する箇所は太枠で囲って
いる色付きの部分です。

• 請求書には、請求者の情報を
あらかじめ印字している箇所
があります。

• 印字内容が異なっている場合
または間違えて記入した場合
は、二重線を引いて訂正して
ください。訂正印は不要です。

• 記入いただいた受取口座の預
金通帳等のコピーを添付して
ください。

※マイナンバーの公金口座を登録している場
合、公金受取にチェックすれば省略可
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雇用保険の加入について

• 雇用保険に加入したことがあ
る方は、「はい」を〇で囲ん
で雇用保険被保険者番号を記
入してください。

• 番号を記入された方は、番号
が確認できる雇用保険被保険
者証等のコピーの提出が必要
です。

• 番号を記入されない方は、事
由書の該当する項目を〇で囲
んで必ず氏名を記入してくだ
さい。
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配偶者・子について

• 加給年金額が加算されるかど
うかに関するページです。

• 配偶者がいる場合、（１）の
配偶者について記入してくだ
さい。

• 18歳未満の子等がいる場合、
（２）の子について記入して
ください。

• 配偶者または子と本人の身分
関係を明らかにできる書類と
して、戸籍謄本（戸籍の全部
事項証明書）が必要です。
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生計維持について

• 生計同一関係があり、配偶者
または子が収入要件を満たし
ているとき、「生計維持され
ている」といいます。

• 記入した配偶者または子と生
計を同じくしていることを申
し立てる場合、本人の氏名を
記入してください。

• 年収について、該当するもの
を〇で囲んでください。

• 個人番号を記入したときは、
原則、住民票および所得証明
書の添付を省略することがで
きます。
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必要な添付書類まとめ
・戸籍謄本（戸籍の全部事項証明書）

請求する方が65歳到達時に65歳未満の配偶者または18歳未満の子等がいる方

※受給権発生日（誕生日の前日）を迎えてから交付を受けてください。

・預金（貯金）通帳等のコピー

金融機関または郵便局から請求書に証明を受けた場合は不要

・雇用保険被保険者証等のコピー

雇用保険被保険者番号を記入された方

・マイナンバー申告書

世帯全員の住民票は、原則、住基ネットで確認できるので、添付不要です。

個人番号（マイナンバー）を記入したときは、原則、所得証明書および住民票の
添付を省略することができます。

審査の過程で、添付していただいた書類以外の書類が必要となる場合があります。
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特別な手続きが必要な方（併給調整）

• 現在の公的年金制度では、１人１年金が原則です。

• 今回請求する年金以外で、障害年金または遺族年金を受給中の
方は、いずれか１つの年金を選択する必要があります（併給調
整）。

• 該当の方には、請求書と共に「年金受給選択申出書」を送付し
ます。

• 必要事項を記入のうえ、請求書と併せて提出してください。
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